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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第107期

第３四半期連結
累計期間 

第108期
第３四半期連結

累計期間 

第107期
第３四半期連結

会計期間 

第108期 
第３四半期連結 

会計期間 
第107期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

営業収益（百万円）  72,737  60,300  23,380  20,925  92,270

経常利益（百万円）  2,777  2,270  911  926  2,938

四半期（当期）純利益（百万円）  1,712  1,231  492  435  1,711

純資産額（百万円） － －  52,105  52,405  51,367

総資産額（百万円） － －  94,345  91,954  91,553

１株当たり純資産額（円） － －  573.66  577.38  565.98

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 18.89  13.59  5.43  4.80  18.88

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 16.65  11.98  4.79  4.23  16.65

自己資本比率（％） － －  55.12  56.91  56.03

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 2,125  2,063 － －  6,405

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △3,303  △1,870 － －  △5,099

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,985  △1,188 － －  △1,894

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  9,541  11,081  12,079

従業員数（人） － －  3,390  3,229  3,324
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

  

  

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であります。 

  

  

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であります。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）  

 物流事業    2,161

 構内作業及び機械荷役事業    916

 その他事業    152

 合計    3,229

   平成21年12月31日現在

従業員数（人）    1,216
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 当社グループ（当社及び連結子会社）の営業品目は広範囲かつ多種多様であり、同種のサービスであっても、その

内容等は必ずしも一様ではなく、同一形態をとらないサービスも多いため、事業の種類別セグメントごとに生産規模

及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。  

 このため生産、受注及び販売の状況については、「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」(１）業績の状況における事業の種類別セグメントの業績に関連付けて示しております。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、新たな事実等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

  

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。  

  

  

  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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（１）業績の状況 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緩やかながら徐々に持ち直してきてはいるものの企業収益の低

迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化などが継続し、更に11月には円相場が一時84円台に急進するなど依然として厳

しい状況で推移しました。 

一方、物流業界におきましては、国際貨物は回復してきているものの公共投資の削減や住宅投資の減少などを受

け、国内貨物の輸送量は減少を続け、非常に厳しい経営環境が続きました。 

このような中で、当社グループは当連結会計年度におきましては単年度の経営計画を策定し、『企業体質のさらな

る強化』『売上の拡大』『CSR（企業の社会的責任）の推進』に全力で取り組んでまいりました。売上・利益は減収・

減益ではありますが、この取り組みによるコスト削減などの効果も出てきており、第２四半期に比較し利益水準は回

復基調になってまいりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の経営成績につきましては、売上高は20,925百万円（前年同期比10.5％

減）、営業利益は801百万円（前年同期比2.0％減）、経常利益は926百万円（前年同期比1.7％増）、そして四半期純

利益は435百万円（前年同期比11.6％減）となりました。 

 セグメント別の営業状況につきましては、次のとおりであります。 

＜物流事業＞ 

 貨物自動車運送事業については、化成品の新規業務受注により関西地区を中心に増加が見られましたが、関東地区

での建設機械、官公庁関連、鉄鋼製品の取扱いが大きく減少しました。また、中部地区においても、合成樹脂等の取

扱いの減少があり、全体として大きく減収となりました。 

港湾運送事業については、関東地区で石炭回漕業務および石油コークス取扱い業務の新規受注による増加が見られ

ましたが、建設機械の輸出取扱いと、非鉄・合金鉄等の輸入取扱いが大幅に減少し、全体として大きく減収となりま

した。 

 倉庫業については、自動車部品、電子機器、ゴム製品等の取扱いの減少がありました。 

 その他の物流付帯事業については、梱包収入では、鋼板関連の事業撤退があり減少し、外航船収入では、大型プロ

ジェクトの終了や建設機械、非鉄金属等の輸出入取扱いが減少し、全体として大きく減収となりました。 

 その結果、物流事業の売上高は前年同期比11.4％減収の16,621百万円となりましたが、営業利益は総コスト低減に

より、前年同期比24.0％増益の568百万円となりました。 

  

＜構内作業及び機械荷役事業＞ 

 構内作業については、得意先の減産と、建設機械関連や合成樹脂、鋼板の取扱い作業の大幅な減少があり、全体と

して減収となりました。 

 機械荷役事業については、機械作業の案件が減少し、全体として減収となりました。 

その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比9.9％減収の3,386百万円、営業利益は前年同期比

55.1％減益の103百万円となりました。 

  

＜その他事業＞ 

 工事収入については、大型の移設案件が完了し増収となりました。派遣事業については、得意先の減産による作業

量減少で派遣人員が削減されました。また、地代収入については、契約形態の変更に伴う減少および得意先減坪等に

よる減収があり、全体として減収となりました。  

その結果、その他事業の売上高は前年同期比6.2％増収の916百万円、営業利益は前年同期比0.3％増益の130百万円

となりました。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間末

より1,513百万円減少し、11,081百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は417百万円（前年同期比328百万円の増加）となりました。 

  これは、主に税金等調整前四半期純利益740百万円、減価償却費899百万円の計上および、売上債権の増加額1,494

百万円、利息の支払額82百万円、法人税等の支払額514百万円を反映したものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は455百万円（前年同期比216百万円の減少）となりました。 

 これは、主に有形固定資産の取得による支出額288百万円、投資有価証券の取得による支出107百万円およびその他

投資による支出112百万円を反映したものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は626百万円（前年同期比95百万円の増加）となりました。 

 これは、主に借入金の減少額234百万円および配当金の支払額369百万円を反映したものです。 
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

 《当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策）導入について》 

  当社は、平成20年５月12日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）並びに基

本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

（会社法施行規則第118条第３号ロ(2)）の一つとして、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下「本プラ

ン」といいます。）を定め、本プランの導入を株主総会の決議事項とすると共にそれを踏まえた定款の一部変更につ

いて決議しました。その上で、平成20年６月27日開催の第106期事業年度に係る定時株主総会の議案として上程し、

株主の承認を得た上で発効いたしました。また併せて定款も変更しております。 

１．基本方針の内容 

 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者

による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資す

るものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるか

どうかは、株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。 

 ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの

価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分

に提供されないものもありえます。 

 そのような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考

え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要

な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。 

２．基本方針の実現に資する取り組み 

  当社は、昭和６年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主

義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空に

わたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。 

 このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、➀高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグロー

バルな物流サービスの構築力と提案力、➁最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、

➂物流は公益に深く関わった事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、ＣＳＲへの

取り組み強化、にあると考えております。 

 まず、①の物流サービスの構築力と提案力は、物流と情報の一元化を可能とする３ＰＬ（サードパーティロジステ

ィクス）システム（当社では、“マルゼンロジスティクスパートナー”の頭文字をとって“ＭＬＰシステム”と呼

称）をツールとして物流システムのオーダーメードを実現し、お客様から高い評価を得ております。 

 次に②の高品質な現場力では、お客様からお預かりする貨物の特性に精通した物流管理能力に優れた人財と個々の

作業に類まれな技術力を発揮する技術者を配置し、高品質な物流サービスを提供することにより長年に亘りお客様か

ら厚い信頼を頂いております。 

 又、③のＣＳＲへの取組み強化では、内部統制システムの構築とともにＣＳＲ推進体制としてＣＳＲ推進会議（議

長：社長）を設置し、下部委員会としてコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、個人情報保護管理委員会、安

全衛生推進委員会、環境委員会、物流品質委員会を置き、ＣＳＲに関する整合性の取れた組織的な取組みにより社会

的責任を全うできる企業体を構築しております。 

 このような創業以来の当社及び当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉となっております。当社

の企業文化の継続・発展を通して当社の社会的意義を高めることになり、結果として企業価値及び株主共同利益の最

大化に繋がるものと考えております。 

３．基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取り組み 

（１）本プラン導入の目的 

 当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をする

ために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉を確保するために、本プラ

ンを導入するものであり、本プランは，以下の通り、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべき

ルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者

に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 
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 また、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一定の場合

に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施す

るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。なお、現時点に

おいて、当社株式の大規模買付行為が行われた事実はありません。 

（２）本プランの内容 

➀本プランに係る手続き 

イ．対象となる大規模買付等 

 本プランは以下の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取

締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対

象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに

定められている手続きに従わなければならないものとします。 

（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け 

（ⅱ）当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の 

       株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

ロ．「意向表明書」の当社への事前提出 

 買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付

等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文書等を記載した書面（以下「意向表明書」といいま

す。)を当社の定める書式により提出していただきます。 

ハ．「本必要情報」の提供 

 上記ロ．の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社が別途定める手順に

従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情

報」といいます。）を提供していただきます。 

 当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要を開示いたします。 

ニ．取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の（ⅰ）又は

（ⅱ）の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。 

（ⅰ）対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には60日間 

（ⅱ）その他の大規模買付等の場合には90日間  

 ただし、上記（ⅰ）（ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には、最大30

日間延長することができるものとします。 

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等

から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、

買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、

大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重に取り纏め、買付者等に通知するとともに、適時かつ適

切に株主の皆様に開示いたします。 

 また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役

会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。 

ホ．取締役会の決議 

 当社取締役会は、上記ニ．の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うも

のとします。 

（ⅰ）買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合 

当社取締役会は、対抗措置の発動の決議を行うものとします。 

（ⅱ）買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合 

当社取締役会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合であっても、買付者等による大規模

買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対応措置の内容及

びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記ヘ．に定める手続きを行うものとしま

す。この場合、当社取締役会は、下記へ．に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行

うものとします。 
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（ⅲ）買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められ

る場合 

当社取締役会は、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。 

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。 

  

ヘ．株主意思の確認 

 当社取締役会は、上記ホ．（ⅱ）に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における

株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨

時株主総会とあわせて開催する場合もあります。 

 株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準日

（以下「投票基準日」といいます。)を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することができ

る株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主とし、投票権は議決権１個につき１個としま

す。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構による実質株主確定に必要

な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の２週間前までに行うものとします。 

 当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の確認を

行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。 

ト．対抗措置の中止又は発動の停止 

 当社取締役会が上記ホ．の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、（ⅰ）買付者等

が大規模買付等を中止した場合又は（ⅱ）対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が

生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが

相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものと

します。 

 当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行ないます。  

チ．大規模買付等の開始 

 買付者等は、上記イ．からヘ．に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は

不発動の決議がなされるまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。 

➁本プランにおける対抗措置の具体的内容 

 当社取締役会が上記➀ホ．に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定

款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には、当該その他の対抗措置を用いる

こともあります。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記➀ト．に記載の通り、対抗措置の

中止又は発動の停止を決定することがあります。 

➂本プランの有効期間、廃止及び変更 

 本プランの有効期間は、原則として、第106回定時株主総会から平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の

時までとします。ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の

決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。 

 また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合

には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
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４．上記２及び３の取り組みについての取締役等の判断及びその理由 

 当社取締役会は、次の理由から上記２及び３の取り組みが上記１の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうも

のでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

（１）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主

意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。 

（２）当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されていること 

 本プランは、上記３（１）に記載の通り、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に

応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確

保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

  

（３）株主意思を重視するものであること 

 本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買付者

等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。 

 また、本プランは第106回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得た上で導入をいたしており、上記３(２）

➂に記載した通り、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも

当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意

思が十分に反映される仕組みとなっています。 

（４）合理的な客観的発動要件が設定されていること 

 本プランは、上記３（２）➀に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。 

（５）デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 上記３（２）➂に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、い

つでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

 また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一度に行う

ことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

５． 株主の皆様への影響  

（１）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主及び投資

家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。 

（２）本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響 

 本新株予約権の無償割当て時においては、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希

釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈

化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的

な影響を与えることは想定していません。 

 ただし、買付者等につきましては、この対抗処置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影

響が生じる場合があります。  

（４）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

2010/02/15 15:48:1209620301_第３四半期報告書_20100215154739

- 9 -



(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

  

(2）設備の新設、除却等の計画  

 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。  

  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社

債の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  197,000,000

計  197,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  98,221,706  98,221,706
東京証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単

元株式数は

1,000株であり

ます。 

計  98,221,706  98,221,706 － － 
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 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成17年12月５日取締役会決議） 

（注）１．この新株予約権付社債は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付 

    新株予約権付社債券等であります。    

    この新株予約権付社債は、株価の下落により、新株予約権の行使時の払込金額が修正され、新株予約権の行

   使目的となる株式の数が増加します。 

        修正の基準、修正の頻度及び行使価額の下限は以下のとおりであります。 

      修正の基準：東京証券取引所における平成19年12月22日までの５連続取引日の株価終値平均値 

      修正の頻度：発行後１回  

      行使価額の下限：410円（修正は終了しております。） 

     なお、提出会社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする130%コールオプション条項 

    があります。 

   ２．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

    所有者との間で、平成23年３月30日までに権利行使できる新株予約権の数の上限を5,000個とすることを合

   意しております。  

 ３．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

    該当ありません。  

  

該当事項はありません。   

  

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 

（平成21年12月31日） 

 新株予約権付社債の残高（百万円）  5,000

新株予約権の数（個）  5,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―  

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

 単元株式数 1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  12,195,121

新株予約権の行使時の払込金額（円）  410

新株予約権の行使期間 
自 平成18年２月１日 

至 平成23年３月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

 

 

410

205

新株予約権の行使の条件 

当社が本債券につき期限の利益を喪失した場合には、以

後本新株予約権を行使することはできないものとする。

また、各本新株予約権の一部については、行使請求でき

ないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本新株予約権ま

たは社債のうち一方のみを譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成21年10月１日～

平成21年12月31日 
 －  98,221,706  －  9,117  －  7,842

（５）【大株主の状況】

2010/02/15 15:48:1209620301_第３四半期報告書_20100215154739

- 12 -



 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記  

載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】                                平成21年12月31日現在 

②【自己株式等】                                  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

（６）【議決権の状況】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ────── ────── ────── 

議決権制限株式(自己株式等) ────── ────── ────── 

議決権制限株式(その他) ────── ────── ────── 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式） 
──────   

 権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式  

  

普通株式  5,920,000

（相互保有株式） 
────── 

普通株式  149,000

完全議決権株式(その他) 普通株式  91,485,000  91,485 同上 

単元未満株式 普通株式  667,706 ────── 同上 

発行済株式総数  98,221,706 ────── ────── 

総株主の議決権 ──────  91,485 ────── 

  平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 

丸全昭和運輸株式会社 

横浜市中区南仲通 

二丁目15番地 
 5,920,000  －  5,920,000  6.03

（相互保有株式） 

国際埠頭株式会社 

横浜市中区豊浦町 

３番地 
 149,000  －  149,000  0.15

計 －  6,069,000    －  6,069,000  6.18

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円）  276  272  278  304  315  319  315  305  317

最低（円）  248  257  248  263  282  290  289  273  295

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,483 9,080

受取手形及び営業未収金 ※4  17,402 15,972

有価証券 3,133 2,513

未成工事支出金 － 18

貯蔵品 105 115

前払費用 675 482

繰延税金資産 584 662

その他 1,223 1,244

貸倒引当金 △88 △81

流動資産合計 30,519 30,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  23,014 ※1  24,087

機械及び装置（純額） ※1  1,483 ※1  1,546

車両（純額） ※1  943 ※1  1,133

工具、器具及び備品（純額） ※1  70 ※1  86

リース資産（純額） ※1  283 ※1  179

土地 16,861 16,861

建設仮勘定 3 47

有形固定資産合計 42,659 43,941

無形固定資産   

のれん ※3  110 ※3  146

その他 1,478 1,816

無形固定資産合計 1,589 1,963

投資その他の資産   

投資有価証券 11,407 10,198

長期貸付金 215 191

繰延税金資産 19 54

その他 5,639 5,554

貸倒引当金 △95 △358

投資その他の資産合計 17,186 15,639

固定資産合計 61,434 61,544

資産合計 91,954 91,553
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,486 7,282

短期借入金 9,791 10,256

未払金 561 893

未払法人税等 3 427

未払消費税等 362 155

未払費用 1,637 1,499

賞与引当金 575 1,216

役員賞与引当金 0 1

その他 817 490

流動負債合計 21,236 22,223

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 9,180 9,111

繰延税金負債 1,561 996

退職給付引当金 1,656 2,054

役員退職慰労引当金 12 13

その他 901 786

固定負債合計 18,313 17,962

負債合計 39,549 40,185

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,117 9,117

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 36,077 35,583

自己株式 △2,170 △2,166

株主資本合計 50,872 50,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,714 1,174

為替換算調整勘定 △260 △256

評価・換算差額等合計 1,454 917

少数株主持分 78 66

純資産合計 52,405 51,367

負債純資産合計 91,954 91,553
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 72,737 60,300

営業原価 67,246 55,566

営業総利益 5,491 4,733

販売費及び一般管理費 ※1  2,894 ※1  2,754

営業利益 2,596 1,978

営業外収益   

受取利息 22 20

受取配当金 295 269

持分法による投資利益 90 135

雑収入 126 116

営業外収益合計 534 540

営業外費用   

支払利息 263 214

雑支出 89 34

営業外費用合計 353 249

経常利益 2,777 2,270

特別利益   

固定資産売却益 310 16

立退に伴う受取補償金 － 54

貸倒引当金戻入額 4 33

特別利益合計 314 103

特別損失   

固定資産除売却損 26 21

投資有価証券評価損 108 307

訴訟和解金 50 －

その他 0 －

特別損失合計 185 329

税金等調整前四半期純利益 2,905 2,044

法人税、住民税及び事業税 998 486

法人税等調整額 267 314

法人税等合計 1,266 800

少数株主利益又は少数株主損失（△） △72 11

四半期純利益 1,712 1,231
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 23,380 20,925

営業原価 21,627 19,229

営業総利益 1,753 1,695

販売費及び一般管理費 ※1  934 ※1  893

営業利益 818 801

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 126 61

持分法による投資利益 62 81

雑収入 31 48

営業外収益合計 227 198

営業外費用   

支払利息 84 71

雑支出 50 2

営業外費用合計 135 73

経常利益 911 926

特別利益   

固定資産売却益 11 5

立退に伴う受取補償金 － 54

貸倒引当金戻入額 0 72

特別利益合計 11 132

特別損失   

固定資産除売却損 1 11

投資有価証券評価損 108 307

その他 0 －

特別損失合計 110 319

税金等調整前四半期純利益 813 740

法人税、住民税及び事業税 232 246

法人税等調整額 110 56

法人税等合計 342 302

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21 2

四半期純利益 492 435
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,905 2,044

減価償却費 2,695 2,687

のれん償却額 22 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） △419 △398

受取利息及び受取配当金 △318 △289

支払利息 263 214

持分法による投資損益（△は益） △90 △135

固定資産除売却損益（△は益） △283 5

売上債権の増減額（△は増加） △324 △1,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △71 28

仕入債務の増減額（△は減少） △1,306 204

未払消費税等の増減額（△は減少） 133 206

その他の流動資産の増減額（△は増加） △132 △180

その他 47 △292

小計 3,124 2,894

利息及び配当金の受取額 337 308

利息の支払額 △277 △227

法人税等の支払額 △1,058 △912

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,125 2,063

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,634 △903

有形固定資産の売却による収入 58 32

無形固定資産の取得による支出 △520 △150

投資有価証券の取得による支出 － △527

貸付けによる支出 △55 △39

その他 △152 △281

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,303 △1,870

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △6,137 △106

長期借入れによる収入 5,606 859

長期借入金の返済による支出 △710 △1,148

自己株式の売却による収入 3 0

自己株式の取得による支出 △8 △4

配当金の支払額 △738 △738

少数株主への配当金の支払額 △3 △0

その他 － △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,985 △1,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,194 △997

現金及び現金同等物の期首残高 12,547 12,079

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  9,541 ※1  11,081
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   該当事項はありません。 

  

   

   該当事項はありません。  

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更 

 第２四半期連結会計期間より、昭和エルダー㈱（連結子会社）は昭和アル

ミサービス㈱（連結子会社）に吸収合併されたことにより、連結の範囲から

除外しております。 

  （２）変更後の連結子会社の数 

 ２３社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事について

工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。  

 この変更に伴う影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日）  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「投資有価証券の取得による支出」は重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「投資

有価証券の取得による支出」は188百万円であります。 

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

 一般債権の貸倒見積高の見積方法  当第３四半期連結会計期間期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実

績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。   

51,014 ※１  有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。   

49,525

   ２ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

㈱ワールド流通センター 百万円810

青海流通センター㈱  152

計  963

   ２ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

㈱ワールド流通センター 百万円890

青海流通センター㈱  161

計  1,051

※３ 無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載

しております。 

    なお、相殺前の金額は次のとおりであります。 

※３ 無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載

しております。 

    なお、相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 百万円133

負ののれん 百万円22

のれん 百万円180

負ののれん 百万円33

※４ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理をしており

ます。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の四半期連結会計

期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高

に含まれております。 

          ─────── 

受取手形 百万円122   
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬        百万円433

給料   937

賞与   161

外注人件費   135

業務委託費   162

減価償却費   108

その他  954

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬  百万円398

給料   917

賞与   141

外注人件費   110

業務委託費   160

減価償却費   114

その他  911

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬       百万円149

給料   302

賞与   31

外注人件費   43

業務委託費   60

減価償却費   41

その他  306

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬  百万円127

給料   303

賞与   44

外注人件費   32

業務委託費   35

減価償却費   41

その他  308

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定   百万円4,344
   

取得日から３ヶ月

以内に償還期限の

到来する短期投資

（有価証券） 

 

    

  
4,196

     

流動資産のその他

に含まれる運用期

間が３ヶ月以内の

信託受益権 

 

 
  

1,000

現金及び現金同等

物 
百万円9,541

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 百万円7,483
   

取得日から３ヶ月

以内に償還期限の

到来する短期投資

（有価証券） 

    

  
3,098

    

流動資産のその他

に含まれる運用期

間が３ヶ月以内の

信託受益権 

 
  

500

現金及び現金同等

物 
百万円11,081
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         98,221千株  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          7,594千株  

  

３．新株予約権等に関する事項 

 新株予約権の目的となる株式の種類          普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数            12,195千株 

 新株予約権の四半期連結会計期間末残高           5,000百万円 

  

４．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの 

 該当事項はありません。  

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  369  4.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日 利益剰余金 

平成21年11月９日 

取締役会 
普通株式  369  4.0 平成21年9月30日 平成21年12月10日 利益剰余金 
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（前第３四半期連結会計期間） 

（当第３四半期連結会計期間） 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  

（自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日） 

物流事業
（百万円） 

構内作業及び
機械荷役事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

  
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  18,760  3,756  863  23,380  －  23,380

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  106  106 (106)  －

計  18,760  3,756  969  23,486 (106)  23,380

営業利益  458  230  129  818 (－)  818

  

（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日） 

物流事業
（百万円） 

構内作業及び
機械荷役事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  16,621  3,386  916  20,925  －  20,925

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  106  106 (106)  －

計  16,621  3,386  1,023  21,031 (106)  20,925

営業利益  568  103  130  801 (－)  801
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（前第３四半期連結累計期間） 

（当第３四半期連結累計期間） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は事業の内容及びその相互関連性に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主な事業の内容 

  

（自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日） 

物流事業
（百万円） 

構内作業及び
機械荷役事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  58,595  11,353  2,788  72,737  －  72,737

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  322  322 (322)  －

計  58,595  11,353  3,111  73,060 (322)  72,737

営業利益  1,466  655  474  2,596 (－)  2,596

  

（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日） 

物流事業
（百万円） 

構内作業及び
機械荷役事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  47,384  10,166  2,750  60,300  －  60,300

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  320  320 (320)  －

計  47,384  10,166  3,070  60,621 (320)  60,300

営業利益  1,271  310  396  1,978 (－)  1,978

事業区分 主要な事業内容

物流事業 

貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業、一般港湾運送事業、港湾荷役事

業、船内荷役事業、艀運送事業、沿岸荷役事業、倉庫業、鉄道利用運送事業、通

関業、梱包業、海上運送事業、内航海運業、内航海運利用運送事業、航空利用運

送業、航空運送代理店業 

構内作業及び機械

荷役事業 

工場構内での原料、製品、重量物、精密機械等の移送、組立、充填、構内倉庫へ

の保管、入出荷作業とこれらに附帯する諸作業並びに機械の賃貸 

その他事業 建設業、警備業、産業廃棄物処理業、不動産業、保険代理業、自動車整備業 
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３．会計処理基準に関する事項の変更 

    前第３四半期連結累計期間 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、現存資産の使用状況に合わせるため、第１四半期連

  結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

  較して、当第3四半期連結累計期間の減価償却費は「物流事業」で23百万円、「構内作業及び機械荷役業」 

  で４百万円、「その他事業」で１百万円減少し、営業利益はそれぞれ同額増加しております。 

  

  当第３四半期連結累計期間  

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計

  期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す 

  る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変 

  更に伴う各セグメントに与える影響は軽微であります。 

  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、その記載を省略して

おります。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、その記載を省略して

おります。 

  

  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

  

  

    該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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,１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 577.38円 １株当たり純資産額 565.98円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 18.89円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
16.65円

１株当たり四半期純利益金額 13.59円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
11.98円

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（百万円）  1,712  1,231

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,712  1,231

期中平均株式数（千株）  90,652  90,631

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（百万円）  0  0

（うち支払利息（税額相当額控除後））  －  －

（うち事務手数料（税額相当額控除後））  (0)  (0)

普通株式増加数（千株）  12,195  12,195

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

    ─────── 

     

    ─────── 
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 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

   該当事項はありません。 

  

  

   平成21年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・369百万円 

  （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・４円00銭 

  （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成21年12月10日 

 （注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 5.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
4.79円

１株当たり四半期純利益金額 4.80円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
4.23円

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（百万円）  492  435

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  492  435

期中平均株式数（千株）  90,645  90,627

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（百万円）  0  0

（うち支払利息（税額相当額控除後））  －  －

（うち事務手数料（税額相当額控除後））  (0)  (0)

普通株式増加数（千株）  12,195  12,195

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

    ─────── 

     

    ─────── 

     

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月12日

丸全昭和運輸株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鈴木 義則  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 原田 恒敏  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大和 哲夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸全昭和運輸株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸全昭和運輸株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途

保管しております。  

       ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月12日

丸全昭和運輸株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鈴木 義則  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大和 哲夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸全昭和運輸株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸全昭和運輸株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途

保管しております。  

       ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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